
 

中津川市 定例記者会見資料 

令和 8年 5月 28 日 

 

 
 

 

令和８年第４回中津川市議会（定例会）提出予定議案 
 

令和８年第４回中津川市議会（定例会）に、報告３件、条例１件、人事１９

件、その他４件、補正予算４件、合計３１件の議案を提出します。 

 

 

 

（報 告） 
 
１、令和７年度中津川市繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 
・一般会計（リニア駅周辺土地区画整理事業等   計４１事業） 

  
２、令和７年度中津川市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 
・上水道施設改良事業、上水道施設災害復旧事業   計２事業 

  
３、令和７年度中津川市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 
・下水道整備事業（坂本処理区）、下水道施設長寿命化対策事業等   計５事業 

  
 
 
（条 例） 
 
１、中津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正に

ついて 

   家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、改正する。 

 
・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準、特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び乳児

等通園支援事業の設備及び運営に関する基準が改正された。 

 当市の条例は、国の基準に準じて規定しているため、改正する。 

 

・改正の主な内容 

①中津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（１）小規模保育事業等における保育士の数（現行は０歳児：３対１、１～２歳

児：６対１）の算定に当たり、特定理学療法士等を、１人に限り、保育士

とみなすことができることとする。 



 

 
 

（２）３歳児の職員配置基準が、令和６年内閣府令により２０対１から１５対１

に改められ、経過措置として当分の間は従前の基準により運営することも

妨げないとした取扱いに期限を設けるもの。 

（３）その他所要の改正 

②中津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び    

中津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例 

（１）満３歳以上限定小規模保育事業の創設に伴い、教育・保育認定要件や利用

定員等に係る規定の整理。 

（２）その他所要の改正 

③中津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び中津

川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（１）児童対象性暴力等の防止及び適切な保護のための児童等対象業務従事者の

犯罪事実確認等の措置の実施が義務付けられる。 

 

・施行期日 ①及び② 公布の日 

      ③ 令和８年１２月２５日 

  
 
 
（人 事） 
 
１～１９、中津川市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
 

 

選任予定者 石田
い し だ

 廣
ひろ

美
み

 （新任） 古井
ふ る い

 敏明
としあき

  （新任） 

 安江
や す え

 繁
しげ

利
とし

 （再任） 青山
あおやま

 加賀夫
か が お

 （再任） 

 梅本
うめもと

 一郎
いちろう

 （再任） 土屋
つ ち や

 厚子
あ つ こ

  （再任） 

 山田
や ま だ

 正義
まさよし

 （再任） 漆
うるし

平
だいら

 久司
ひ さ し

 （新任） 

 鷹
たか

見
み

 謙一
けんいち

 （再任） 加藤
か と う

 展
のぶ

弥
や

  （新任） 

 林
はやし

 千里
ち さ と

 （新任） 吉村
よしむら

 靖和
やすかず

  （新任） 

今井
い ま い

 睦
むつ

美
み

 （再任） 安江
や す え

 政和
まさかず

  （再任） 

 原
はら

  英二
え い じ

 （新任） 糸魚川
いといがわ

 英明
ひであき

 （新任） 

 田口
た ぐ ち

 敏也
と し や

 （新任） 西尾
に し お

 康
やす

博
ひろ

  （新任） 

西尾
に し お

 欣
よし

直
なお

 （再任）  

 
 

 



 

 
 

（その他） 
 
１、工事請負契約の変更について 

変圧器の基準改定等に伴い諸経費が増額したため、請負代金額を増額する。 

 
・工 事 名 教育施設特別教室等空調設備設置工事（第一工区） 

・変更前契約金額 ３１１，０８０，０００円 

・変更後契約金額 ３２９，０８７，０００円 

・契約の相手方 中津川市手賀野６４７番地の６ 

ミリオン・池戸特定建設工事共同企業体 

代表構成員 ミリオン電工株式会社 代表取締役 板頭 和彦 

  
 
２、工事請負契約の変更について 

変圧器の基準改定等に伴い諸経費が増額したため、請負代金額を増額する。 

 
・工 事 名 教育施設特別教室等空調設備設置工事（第二工区） 

・変更前契約金額 ３３２，７５０，０００円 

・変更後契約金額 ３６２，３７３，０００円 

・契約の相手方 中津川市阿木８番地の１ 

保母・大坪特定建設工事共同企業体 

代表構成員 保母興産株式会社 代表取締役 保母 陽伺 

  
 
３、工事請負契約の変更について 

空調機器の機種変更等に伴い諸経費が減額したため、請負代金額を減額する。 

 
・工 事 名 教育施設特別教室等空調設備設置工事（第三工区） 

・変更前契約金額 ２８８，８６０，０００円 

・変更後契約金額 ２８６，１１０，０００円 

・契約の相手方 中津川市茄子川２０７７番地の８ 

五十嵐・本多特定建設工事共同企業体 

代表構成員 五十嵐工業株式会社 代表取締役 渡邉 敦 

  
 
４、工事請負契約の変更について 

変圧器の基準改定等に伴い諸経費が増額したため、請負代金額を増額する。 

 
・工 事 名 教育施設特別教室等空調設備設置工事（第四工区） 

・変更前契約金額 ３００，５４２，０００円 

・変更後契約金額 ３１９，７７０，０００円 

・契約の相手方 中津川市千旦林１１８番地の８４ 

石原・アイワ特定建設工事共同企業体 

代表構成員 石原電機工業株式会社 代表取締役 渡辺 昭 

  



 

 
 

（補正予算） 
 
１、令和８年度中津川市一般会計補正予算（第１号）【初日議決】 

２、    〃    一般会計補正予算（第２号） 

３、    〃    水道事業会計補正予算（第１号） 

４、    〃    下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

お問い合わせ先 

総務部 総務課 文書行政係 担当者：花田 

電話：0573-66-1111（内線 442）  

 


